
                                   

平成 30年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について（平成 30年梅雨期に

おける豪雨及び暴風雨） 

 

３０経営第１２３８号  

平成３０年８月２０日  

  農林水産省経営局長通知  

 

 

 平成 30年梅雨期における豪雨及び暴風雨による甚大な農業被害により、農産物の生

産・加工に必要な施設・機械が損壊し、農業経営の安定化に支障をきたす事態となっ

ていることから、当該施設・機械の再建等の支援を緊急的に実施する必要がある。 

 このため、経営体育成支援事業実施要綱（平成 23年４月１日付け 22経営第 7296号

農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）により緊急的な対策として

被災農業者向け経営体育成支援事業を実施することとしたので円滑かつ適切な実施に

御配慮をお願いする。 

 なお、実施要綱の第３のただし書、別表１の２の（１）及び別記２の第１の２の

（１）のイの（ア）の規定に基づき対象となる気象災害等、事業要件及び事業内容を

別紙のとおり定め実施することとしたので御了知願いたい。 

 おって、貴局管内の都道府県知事及び農業信用基金協会には貴職から通知された

い。 



別紙 

 

１ 対象となる気象災害等 

  平成 30年梅雨期における豪雨及び暴風雨 

 

２ 事業要件 

（１）助成対象者が取り組む事業内容について、平成 30年６月 28日以降の取組であ

ること。 

（２）都道府県及び事業実施主体は、１の気象災害等による復旧等のために実施する

被災農業者向け経営体育成支援事業を平成 30年度に終了すること。 

 

３ 事業内容 

（１）実施要綱別記２の第１の２の（１）のイの（ア）のａからｄまでとする。 

（２）実施要綱別記２の第１の２の（１）のイの（ア）のａ及びｂにおいて、「農産

物の生産に必要な施設」とあるのは「農産物の生産に必要な施設又は生産した農

産物の加工に必要な施設」と読み替えるものとする。 

（３）実施要綱別記２の第１の２の（１）のイの（ア）のｄについては、「農産物の

生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械（以下「生産農

産物の加工用機械」という。）並びに附帯施設の気象災害等による農業被害前と

同程度の農業用機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施設の取得又は被災

した農産物の生産に必要な農業用機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施

設の修繕」と読み替えるものとする。 

（４）上記（１）から（３）までに加えて、農業用ハウス及び果樹棚などに流入した

土砂の除去（農地災害復旧事業の対象とならない土砂を除去する場合に限る）を

対象とする。 

（５）実施要綱別記２の第１の２の（１）のイの（イ）において、「（ア）のａから

ｄまでの事業内容」とあるのは「（ア）のａからｄまでの事業内容及び農業用ハ

ウス及び果樹棚などに流入した土砂の除去（農地災害復旧事業の対象とならない

土砂を除去する場合に限る）」と読み替えるものとする。 

（６）（１）から（４）までの事業内容については、実施要綱別記２の第３の１の

（１）の国の助成措置等を以下のとおり読み替えるものとする。 

  ア 事業実施主体ごとの国の補助率は、２分の１以内とし、被災支援計画に位置

付けられた助成対象者の国の助成金の額を合計した額とする。 



  イ 事業実施主体が助成対象者に交付する助成金の額は、以下の（ア）及び

（イ）により算定した額を限度とする。 

（ア）助成の対象となる復旧に係る機械等（以下「助成対象機械等」という。）

が農業用ハウスなど園芸施設共済の加入対象施設である場合の助成金の額

は、園芸施設共済への加入が災害対策の基本であることから、助成対象機械

等ごとに以下のａからｄまでのいずれか低い額を限度とする。 

ａ 助成の対象となる事業に要する経費（以下「助成対象事業経費」とい

う。）に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 助成対象機械等が園芸施設共済に加入している場合には、助成対象事業

経費に２分の１を乗じて得た額から園芸施設共済のうち特定園芸施設及び

附帯施設の支払共済金に２分の１を乗じて得た額を差し引いて得た額 

ｃ 助成対象機械等が園芸施設共済に加入していない場合には、助成対象事

業経費に 10 分の４を乗じて得た額 

ｄ 助成対象事業経費からプロジェクト融資の額（助成対象機械等が園芸施

設共済に加入している場合にはプロジェクト融資の額及び支払共済金）及

び地方の支援措置を控除して得た額 

（イ）助成対象機械等が、畜舎や農業用機械など園芸施設共済の加入対象施設以

外のものである場合の助成金の額は、助成対象機械等ごとに以下のａ又はｂ

のいずれか低い額を限度とする。 

ａ 助成対象事業経費に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 助成対象事業経費からプロジェクト融資の額及び地方の支援措置を控除

した額 

（７）上記（１）から（４）までに加えて、被災した農産物の生産に係る施設等（以

下「被災施設等」という。）の撤去を対象とする。 

  ① この場合、被災農業者の農業経営が継続されるものとする。 

  ② 国の助成措置等は、以下のとおりとする。 

   ア 事業実施主体ごとの国の補助率は、２分の１以内とし、被災支援計画に位

置付けられた助成対象者の国の助成金の額を合計した額を補助するものとす

る。 

   イ 事業実施主体が助成対象者に交付する国の助成金の額は、対象となる被災

施設等の面積に以下の助成単価表の助成単価を乗じて得た額又は助成対象事

業経費のいずれか低い額に２分の１を乗じて得た額を限度とする。 

   ウ アの国の補助に当たっては、地方公共団体がイで算定する国の助成金の額



以上を助成しているものとする。 

   エ 助成の対象となる被災施設等が園芸施設共済に加入している場合には、イ

で算定する国の助成金の額と園芸施設共済のうち被災施設等の撤去に係る支

払共済金に２分の１を乗じて得た額の合計額が助成対象事業経費の２分の１

を超えないものとする。 

     なお、国の助成金の額は、助成対象事業経費から支払共済金及び地方の支

援措置を控除して得た額を上限とする。 

  ③ 被災施設等の撤去については、市町村が実施する環境省の災害廃棄物処理事

業の対象となり得るため、環境部局と調整を図ること。 

種類 助成単価 

① 被覆材がガラスのハウス 1,200 円／㎡ 

② 被覆材がプラスチックで骨材が

鉄骨のハウス（骨材に鋼材を使っ

ているもの、又は主要部分に鋼材

を使っていない場合でも強度を向

上させた構造（はり、筋交い、主

要部分に通常部分より太いパイプ

を使用している等）であるものを

含む。）。 

880円／㎡ 

③ 被覆材がプラスチックで骨材が

鉄骨でないハウス 

290円／㎡ 

④ 畜舎 4,500 円／㎡ 

⑤ その他施設等 ア 上記施設以外の施設については、上記単価に

準じる（具体的には、果樹棚等は上記③、農作

業用施設等は④に準じる。）ものとする。 

イ ただし、以下（ア）～（ウ）を満たす場合で

あって、上記の助成単価を超えることがやむを

得ないと市町村が特別に認める場合は、都道府

県と協議の上、市町村が認める額を助成単価と

することができるものとする。 

（ア）以下のいずれかの理由により国が定めた助

成単価によることが困難であること。 

ⅰ 施設の設置場所が傾斜地であるために

平地での撤去作業に比べて費用が増加す

る場合。 

ⅱ 施設が鉄筋コンクリート造りであるた

めに撤去費用が増加する場合。 



ⅲ 施設内の搾乳施設、給餌施設、ケー

ジ、水耕栽培システムの撤去のために本

体施設の撤去とは別に費用が増加する場

合。 

ⅳ 施設の基礎部分の解体が必要なために

費用が増加する場合。 

ⅴ 断熱材を使用しているために廃棄資材

の処理費用が増加する場合。 

ⅵ 上記ⅰからⅴと同等の特別な事情があ

る場合。 

（イ）複数の業者から見積もり等を徴取すること

により国の助成単価を超える撤去費用の妥当

性が確認されていること。 

（ウ）市町村が発注する公共事業等の単価・歩掛

かりを準用した積算と比較・検討し適正であ

ると確認されていること。 

ウ 土砂混じりがれきについて、助成対象者の営

農再開に向け早期に撤去を行う必要があるなど

の理由により市町村が特別に認める場合は、都

道府県と協議の上、市町村が認める額を助成単

価とすることができるものとする。 

  なお、助成単価の設定に当たっては、上記イ

の（イ）及び（ウ）に準じること。 

 

４ 様式について 

（１）実施要綱別記２の別紙様式各号については、以下の別紙様式各号により作成す

るものとする。 

ア 別紙様式第２－１号、同号別添１及び別添２は、別紙様式第２－①号、同号

別添１及び別添２により作成するものとする。 

イ 別紙様式第２－３号は、別紙様式第２－③号により作成するものとする。 

ウ 別紙様式第２－３号別添１は、別紙様式２－③号別添１により作成するもの

とする。 

エ 原形復旧以上の施設の整備を行う場合の本事業による助成は、被災前の施設

を原形復旧する範囲までとするとともに、助成対象外の事業内容を明らかにす

るため、別紙様式第２－①号別添３を作成し、別紙様式第２－①号の添付資料

に追加し、その状況を明らかにするものとする。 

なお、財産管理については、助成対象となった事業内容のみならず助成対象

とならない事業内容を含めて適切に実施するものとする。 



オ ３の（７）の②のイの助成単価表の⑤において、市町村が特別に認める単価

を設定する場合には、別紙様式第２－①号別添４を作成し、別紙様式第２－①

の添付資料に追加し、都道府県と協議するものとする。 

 

５ その他 

  園芸施設共済に加入している農業者については、本事業の実施に当たり、農業共

済組合に連絡の上、必要な調整を図るものとする。 



別紙様式第２－①号

Ⅰ　被災の状況と復興方針

Ⅱ　成果目標

Ⅲ　地域農業の経営改善を図るための取組

Ⅳ　整備計画

１　融資活用型補助・追加的信用供与補助計画 （単位：円）

円

２　附帯事務費

項目
１年度目
（○年度）

２年度目
（○年度）

３年度目
（○年度）

農業経営の改善を図るための取組

成果目標項目 被災前の経営体数
被災後の経営体数

（計画時）
復旧後の経営体数

（計画）

平成　年度被災農業者経営支援計画書

都道府県名 市町村名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

被災農業者の農業経営の維持

保証希望融資額：

経営体

機械等の再建・修繕

施設等の撤去

経営体

区　　　分

事業費
負担区分

備　　考補助金
都道

府県費
市町村費 その他

対象経営体負担経費

G=A+B+C
+D+E+F

融資 自己負担

A B C D E F

0 0

追加的信用供与補助事業

融資活用型補助事業 0 0 0 0 0

適否
（市町村：Ⅳの１

の事業費の
0.4％以内）

補助金
都道

府県費
市町村費 その他

経営体

計 0 0 0 0 0 0 0

b c d

市町村附帯事務費

事業費

負担区分

（注） 　事業実施要綱別記２の第１の２の（１）のイの（ア）のｄのうち農業用機械の取得を行った経営体について、取組を行う経営体の数を年度
ごとに記載すること。

Z=a+b
+c+d a



［市町村附帯事務費の具体的内容］

Ⅴ　事業実施主体の概要

〔添付資料〕

１．別紙様式第２－①号別添1　融資等活用型補助事業対象経営体調書

２．別紙様式第２－①号別添２　助成対象者に係る被災証明

３．計画位置図

 　 計画位置図は、既存の市町村地形図等を用い、次の要領で作成するものとする。

（１）市町村を黒色の実線で囲む。（地図が市町村限定の場合は除く。）

５．事業実施主体が定める本補助金の交付に関する規定又は要綱等

６．その他都道府県知事が必要と認める資料

（２）施行位置は、対象経営体ごとに色分けして図示し、実線を引いて余白面に当該事業の対象経営  体名、事業内容を表示する。

４．対象経営体が法人、特定農業団体、集落営農組織、その他任意団体の場合は、当該団体の定款、  規約、構成員の状況及びその他経営状況
が分かる資料

構成団体名 事務局を担当する組織の名称

担当者名等
（役職）

電話･FAX
（氏名）

具体的な使途

代表者名 所在地



別紙様式第２－①号別添１

Ⅰ　被災の証明

（注）該当する場合にチェックを入れる。

Ⅱ　消費税及び地方消費税の確定申告の状況

Ⅲ　事業内容等

（１）機械等の再建・修繕

□ 別途経営局長が定める農業被害に該当

施設の設置箇所を移動して再建する場合の「施工住所」欄の記載については、移動後の住所を記載し、その下段に移動前の住所を括弧書きで記載すること。

No 担保措置の有無
事業費（円） 助成金 融資

計
Ｃ＝Ｄ＋Ｅ

＋Ｆ

都道府県単
独事業

Ｄ

市町村単独
事業

Ｅ

B Ｇ

地方単独事業（補助金分）
活用状況

その他

Ｆ

園芸施設共
済のうち特
定園芸施設
及び附帯施
設の共済金
支払額の合

計額

Ｉ

融資等活用型補助事業対象経営体調書

No 助成対象者 住　　　　所
代表者名

（法人等の場合に記載）

資金調達計画（円）

（注）

自己資金

Ｈ

共済対象施
設

施設の経過
年数

共済金支払通知
書の関連する棟

番号

2

1

No
事業内容

（機械等名、規模等）
着工（契約）
(予定)年月日

竣工(予定)
年月日

共済対象施設の状況

施工住所園芸施設共
済等加入予

定年月

3

1 □

2 □

□3

計 0 0 00 0 0 0 0 0

　本事業で助成対象とした整備内容の消費税及び地方消費税の確定申告の状況について、該当する項目に必ず「１」を記入してください。

本則の課税事業者として申告することが判明している

簡易課税事業者として申告する又は課税事業者でないことが判明している

上記のいずれかに該当するか判明していない

国庫補助金額算
定の基礎となる事

業費（円）

A

0



(注） 　「担保措置の有無」の欄は、融資のための担保に供する場合、□にチェックを入れること。

　共済金支払通知書の棟番号欄は、農業共済組合又は共済事業を実施する市町村から発行される共済金支払通知書の関連する棟番号を記載すること。

（２）施設等の撤去

　①撤去施設の助成単価

　②施設の概要

(注）

　共済金支払通知書の棟番号欄は、農業共済組合又は共済事業を実施する市町村から発行される共済金支払通知書の関連する棟番号を記載すること。

除税額 0 円

うち国費 0 円

　事業に要する経費を「事業費」及び「国庫補助金額算定の基礎となる事業費Ａ」の欄に記載すること。

備考
事業費（円）

国庫補助金額算
定の基礎となる事

業費（円）
助成金

地方単独事業（補助金分）
活用状況

2

　なお、園芸施設共済の加入対象施設である場合に、加入している施設の助成金の額は、共済金支払額の２分の１に相当する額を含めて「国庫補助金額算定の基礎となる
事業費Ａ」の２分の１が上限です。加入していない施設については、１０分の４に相当する額を上限とします。

　ただし、自己負担で強度の向上、規模拡大等を行う場合には、別紙様式第２－①号別添３を添付し、同様式の１の額を「事業費」の欄に、同様式の２の額を「国庫補助金額
算定の基礎となる事業費Ａ」の欄に記載すること。

No
①のうち該当する
施設の助成単価

事業内容
（施設名、被災施設の規模）

着工（契約）
(予定)年月日

竣工(予定)
年月日

共済金支払通知
書の関連する棟

番号
施工住所

No

被災機械等の整備時における国庫補助事業の活用状況
原形復旧に該当するか否か
（被災機械等整備時に国庫補助
利用かつ再建の場合記入） 備考

国庫補助事業 国庫補助事業名

□ 該当する □ 該当しない

実施年度

1 □ 該当する 年度

□ 該当する □ 該当しない2 □ 該当する 年度

□ 該当する □ 該当しない3 □ 該当する 年度

ア 被覆材がガラスのハウス（1,200円／㎡） ウ
被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス
（290円／㎡）

オ その他

イ
被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス
（880円／㎡）

エ 畜舎（4,500円／㎡）

2

1

3

B Ｇ Ｈ Ｉ

1

No

資金調達計画（円）

園芸施設共
済のうち特
定園芸施設
及び附帯施
設の共済金
支払額の合

計額

融資 自己資金

計
Ｃ＝Ｄ＋Ｅ

＋Ｆ

都道府県単
独事業

Ｄ

市町村単独
事業

Ｅ

その他

Ｆ

A

3

　「備考」欄は、消費税仕入控除税額を減額した場合には「除税額○○○円　うち国費○○○円」を、同税額がない場合には「該当なし」と、同税額が明らかでない場合には
「含税額」とそれぞれ記載すること。

　「備考」欄は、消費税仕入控除税額を減額した場合には「除税額○○○円　うち国費○○○円」を、同税額がない場合には「該当なし」と、同税額が明らかでない場合には
「含税額」とそれぞれ記載すること。

　 助成金の額は、国庫補助金額算定の基礎となる事業費の２分の１に相当する額を限度とします。
　 なお、園芸施設共済に加入している施設について、　加入している施設の助成金の額は、共済金支払額の２分の１に相当する額を含めて「国庫補助金額算定の基礎となる
事業費Ａ」の２分の１が上限です。

　 事業に要する経費を「事業費」の欄に記載し、被災面積に撤去施設の助成単価を乗じた額又は事業に要する経費のいずれか低い額を「国庫補助金額算定の基礎となる事
業費Ａ」の欄に記載すること。

　農業用機械を導入する場合には、「被災機械等の整備時における国庫補助事業の活用状況欄」のうち「実施年度欄」に国庫補助事業の活用の有無にかかわらず被災前の
農業用機械の導入年度を入力すること。

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ⅳ　農業経営の状況

（１）農業経営の維持

（２）農業経営の改善を図るための取組

　農業用機械の取得を行う場合に記載すること。

Ⅴ　融資の概要及び追加的信用供与補助事業の活用計画

□ □

□ □

□ □

□ □

項目

農業経営の維持 □ 引き続き農業経営を継続する場合にチェックを入れてください。

項目 現状
1年度目
（○年度）

2年度目
（○年度）

3年度目
（○年度）

取組の具体的な内容

（注）

　農業経営の改善を図るための取組とは、①経営面積の拡大、②農産物の品質向上、③生産コストの縮減、④新規作物の導入など被災前と比較できる定量的な目標と
し、市町村と相談の上、地域の実情に応じ設定すること。

項　　　目
資金調達のうち融資の概要

融資① 融資②

　農業信用基金協会による機関補償を利用する予定である場合のみ、いずれかの□にチェックを入れること。

　目標年度とした年度以降の年度の欄には斜線を引くこと。

平成　　年　　月　　日平成　　年　　月　　日融資審査の進捗状況

(注）

農業信用基金協会による機関保証
の利用（注１）

追加的信用供与補助事業の
活用（注２）

機関保証を利用する予定である

機関保証を利用しない

活用を希望する

活用を希望しない

機関保証を利用する予定である

機関保証を利用しない

活用を希望する

活用を希望しない

　いずれかの□にチェックを入れること。なお、機関保証の利用については、融資機関及び農業信用基金協会の審査によって希望に添えない場合があることに留意する
こと。

金融機関名

融　 資 　名

借入予定 借入予定

融資金額（円）

償 還 年 数



別紙様式第２－①号別添２

平成　　　年　　　月　　　日

発行団体名：　●都道府県　●市町村

役職・代表者名：　　　　　　　　　　　　印

（注）

　行が不足する場合には、行を追加して記載すること。

代表者名
（法人等の場合に記載）

No 助成対象者 住　　　　所

　別紙様式第２－①号別添１の経営体調書を提出している農業者の被災状況について上記に
一覧表として取りまとめの上、被災の有無を証明すること。

　上記の者は、「別途経営局長が定める気象災害等により農産物の生産に必要な機械等について
農業被害を受けた者」であることを証明します。

助成対象者に係る被災証明



別紙様式第２－①号別添３

被災前と同程度の復旧を超える事業費

助成対象者名：

代表者名（法人等の場合）：

別紙様式第２－①号別添1のⅢ事業内容等の欄の番号

１ 助成対象とする事業内容と一体的に実施する経費の額（助成対象と助成対象にならな

い部分を含めた全体の額）

円

２ 被災前の施設の復旧又は同程度の施設を取得する場合に要する経費の額

円

注１：上記の経費の額は、複数の見積もり等により求めることとする。

２：助成対象者を取りまとめた一覧表として証明していただくことも可能。



別紙様式第２－①号別添４

助成単価の市町村特認（都道府県協議用）

助成対象者名：

代表者名（法人等の場合）：

施設名：

１ 通知で定める助成単価及び助成額

助成単価： 円／㎡ 助成額： 円

２ 傾斜地等の施設の設置場所、施設の構造、附帯施設（本体施設とは別に相応の費用

を要する場合に限る。）、工事内容、廃棄の状況等国が定めた助成単価によることが

困難であるまたは、畜舎や水耕栽培ハウス等の内部に堆積した土砂混じりがれきの撤

去について、市町村が特別に認めることの根拠。

３ 複数の業者から見積もり等を徴取することにより国の助成単価を超える撤去費用が妥

当性であることの根拠。

４ 市町村が発注する公共事業等の単価・歩掛かりを準用した積算と比較・検討した結果

の根拠。

５ 上記を踏まえ、市町村長が適正であると認める単価及び助成額

助成単価： 円／㎡ 助成額： 円

注：助成対象者を取りまとめた一覧表として証明していただくことも可能。



別紙様式第２－③号

Ⅰ　都道府県別実施計画

（注）都道府県附帯事務費がある場合は入力すること。

［都道府県附帯事務費の具体的な使途］

0 経営体 

都道府県別実施計画（被災農業者向け経営体育成支援事業）

区分
事業費

G=A+B+C+D
+E+F

負担区分

備考
補助金

A
都道府県費

B
市町村費

C
その他

D

対象経営体負担経費

融資
E

自己負担
F

１　事業費

（１）融資等活用型補助事業

保証希望融資額
円

機械等の再建・修繕

施設等の撤去

0 経営体 

0 経営体 

（２）追加的信用供与補助事業

２　附帯事務費
適否（都道府県：１の事業費の1.7%以内
市町村：１の事業費の0.4％以内）

（１）都道府県附帯事務費

（２）市町村附帯事務費

具体的な使途

都道府県附帯事務費

計



Ⅱ　事業完了（予定）年月日

Ⅲ　収支予算（精算）

(１)　収入の部

(２)　支出の部

〔添付資料〕
１．都道府県が定める本補助金の交付に関する規程又は要綱等
２．別紙様式第２－③号別添１　融資等活用型補助事業実施内容（内訳）
　　別紙様式第２－①号　被災農業者経営支援計画書
　　別紙様式第２－①号別添１　融資等活用型補助事業対象経営体調書
　　別紙様式第２－①号別添２　助成対象者に係る被災証明
3．地方公共団体単独事業を活用している場合は、当該概要が分かる資料
4．その他地方農政局長が必要と認める資料

備考
（本年度精算額） （本年度予算額） 増 減

その他

円 円 円 円

区分
本年度予算額 前年度予算額 比較増減

国庫補助金

備考
（本年度精算額） （本年度予算額） 増 減

計

円 円 円

１．事業費

区分
本年度予算額 前年度予算額 比較増減

円

計

２．附帯事務費

（２）追加的信用供与補助事業

（１）融資等活用型補助事業



別紙様式第２－③号別添１

被災農業者向け経営体育成支援事業実施内容（内訳）

（注） 　記入は、１機械等を単位とする。

　整理番号欄のある項目は「融資等活用型補助事業整理番号表」を参照の上、該当する番号を記入する。

　実施済みの場合にあっては、実績又は実績見込みの内容を記入する。

　備考欄は、消費税仕入控除税額を減額した場合には「除税額○○○円　うち国費○○○円」を、同税額がない場合には「該当なし」と、　同税額が明らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記入する。

　事業内容に変更があった場合は、上段に変更前の内容を括弧書きで記載し、下段に変更後の内容を記載する。

合　計

経営改
善目標
を設定
した場
合、１を
記入

整
理
番
号

（

確
認
用
）

整
理
番
号

（

確
認
用
）

整
理
番
号

（

確
認
用
）

整
理
番
号

（

確
認
用
）

※○棟○㎡

融資額
　

（円）

自己資金

（円）

金融機
関

融資（資
金）種類被災面積

(㎡)
備考

特定園
芸施設
共済の
うち特
定園芸
施設及
び附帯
施設の
共済金
支払額
の合計

融資概要

地方単独事業(補助金分)活用状況

（

確
認
用
）

整
理
番
号

（

確
認
用
）

追加的
信用供
与事業

費
（円）

保証希
望融資

額
（円）

経営改
善目標
設定の
有無

助
成
経
営
体
の
整
理
番
号

助成対象者
名
(合計は経
営体数)

対象者
区分

被害を受
けた機械

等

原形復旧
の有無

整備内容
機械等名称及

び規模等
撤去の場
合の上限

（円）

共済対象施設の状況

本則の課
税事業者
として消
費税及び
地方消費
税の確定
申告をす
ることが
判明して
いる場合
は「1」
を記入

事業費

（円）

追加的信用供与活用希
望の有無

共済対
象施設

施設の
経過年

数

助成対象
者住所

着工（契
約）（予
定)年月

日

竣工(予
定)年月

日
施工住所

都道府
県名

市町村
名

融　資　等　活　用　型　補　助　事　業 及 び 追 加 的 信 用 供 与 事 業 の 内 容

共済金
支払通
知書の
関連す
る棟番

号

計

（円）

都道府
県単独
事業

（円）

国庫補助
金額算定
の基礎と
なる事業

費

（円）

助成金
　

（円）

市町村単
独事
業

（円）

その他

（円）

（活用する場合「1」
を記入）

整
理
番
号



○融資等活用型補助事業・追加的信用供与事業整理番号表

③原形復旧の有無

番号 区分 番号 区分 番号 機械等名 備考 番号 名称 番号 資金名

1 農業者 1
原形復旧に該
当する

1 ハウス（パイプ） 1 農協 1 近代化資金

2
農業者の組織する団
体

2
原形復旧に該
当しない

2 ハウス（鉄骨） 2 農協連 2 改良資金

3 ハウス（ガラス） 3 農林中金 3 就農支援資金

②被害を受けた機械等 4 農機具格納庫 4 政策公庫 4 公庫資金（スーパーＬ）

番号 機械等名 備考 5 農作業用施設 5 沖縄公庫 5 公庫資金（その他）

1 ハウス（パイプ） 6 加工施設 6 銀行 6
一般資金（プロパー資
金）

2 ハウス（鉄骨） 7 育苗施設 7 信用金庫

3 ハウス（ガラス） 8 果樹棚 8 信用組合

4 農機具格納庫 9 集出荷施設 9 都道府県

5 農作業用施設 10 畜舎（肉用牛） 10 市町村

6 加工施設 11 畜舎（養豚）

7 育苗施設 12 畜舎（養鶏）

8 果樹棚 13 畜舎（酪農）

9 集出荷施設 14 畜舎（その他）

10 畜舎（肉用牛） 15
その他畜産関係施
設

11 畜舎（養豚） 16 その他施設等

12 畜舎（養鶏） 17 土砂の除去

13 畜舎（酪農） 18 農業用機械 機械

14 畜舎（その他） 19 撤去（290円/m2）

15 その他畜産関係施設 20 撤去（880円/m2）

16 その他施設等 その他 21 撤去（1,200円/m
2
）

17 農業用機械 機械 22 撤去（4,500円/m
2
）

23 撤去（特認）

①対象者区分 ④整備内容 ⑤金融機関 ⑥融資（資金）種類

生産・加工・
流通関係

生産・加工・
流通関係

畜産・酪農・
加工関係

畜産・酪農・
加工関係

その他

撤去




